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死
刑
と
刑
事
施
策
、
検
察
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
所
属
す
る
死
刑
廃
止
を
推
進
す
る
議
員
連
盟
は
、
自
民
党
の
亀
井
静
香
氏
を
新
た
に
会
長
に
選
任
し
、
活
発
な
運
動
を

続
け
て
い
く
方
針
で
あ
る
。
亀
井
氏
は
死
刑
廃
止
を
求
め
る
理
由
と
し
て
、
え
ん
罪
の
危
険
性
や
自
白
を
証
拠
の
王
と
し
て
い

る
安
易
な
刑
事
政
策
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
刑
事
司
法
と
そ
れ
に
従
事
す
る
裁
判
官
、
検
察
官
に
対
す
る
不
信
感
も
根
強

い
。
私
も
同
様
の
考
え
か
ら
、
今
回
は
え
ん
罪
と
刑
事
政
策
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
加
え
て
死
刑
廃
止
に
向
か
っ
て
い
る
韓
国

や
台
湾
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
政
府
の
見
解
を
た
だ
す
。

一

え
ん
罪

（
�
）

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
刑
事
事
件
で
（
以
下
同
じ
）
、
検
察
官
が
起
訴
し
、
裁
判
で
無
罪
が
確
定

し
た
被
告
人
は
何
人
い
る
か
。
年
次
、
罪
名
、
裁
判
所
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
の
う
ち
、
自
白
が
あ
っ
た
事
件
と
な
か
っ
た
事
件
の
別
も
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

無
罪
が
確
定
し
た
被
告
人
が
刑
事
補
償
を
請
求
し
た
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。
う
ち
裁
判
所
で
認
容
さ
れ
た
ケ
ー

ス
は
何
件
で
、
認
容
額
は
ど
の
く
ら
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
年
次
、
罪
名
、
裁
判
所
、
認
容
額
別
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

無
罪
が
確
定
し
た
事
件
の
担
当
検
事
に
は
、
何
ら
か
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
科
さ
れ
る
の
か
。

一



（
�
）

以
前
の
答
弁
書
で
、
え
ん
罪
事
件
に
つ
い
て
は
そ
の
後
、
捜
査
、
公
判
の
検
証
を
し
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た

が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
証
作
業
を
し
て
い
る
の
か
。

（
�
）

死
刑
確
定
者
の
え
ん
罪
事
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
検
証
作
業
を
し
た
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

亀
井
会
長
は
「
自
白
が
証
拠
の
王
の
間
は
え
ん
罪
は
な
く
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
。

二

刑
事
政
策

（
�
）

犯
罪
被
害
者
の
報
復
感
情
、
応
報
感
情
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
過
去
の
裁
判
で
示
さ
れ
た
被
害
者
の
証
言
、

供
述
調
書
な
ど
を
例
示
し
つ
つ
、
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

犯
罪
被
害
者
の
報
復
感
情
、
応
報
感
情
を
国
家
が
加
害
者
に
対
し
て
実
現
す
る
刑
事
司
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

否
定
的
な
国
も
し
く
は
学
説
は
あ
る
か
。

（
�
）

被
害
者
の
報
復
感
情
、
応
報
感
情
を
国
が
加
害
者
に
対
し
て
実
現
す
る
刑
事
司
法
は
、
犯
罪
の
予
防
に
つ
な
が
る

と
考
え
る
か
。

（
�
）

犯
罪
被
害
者
へ
の
保
護
に
つ
い
て
、
法
整
備
な
ど
が
図
ら
れ
た
が
、
現
状
で
十
分
と
考
え
て
い
る
か
。
さ
ら
に
新

二



た
な
施
策
を
考
え
て
い
る
か
。

（
�
）

犯
罪
の
発
生
を
予
防
す
る
と
い
う
刑
事
政
策
と
し
て
、
最
も
重
要
な
施
策
は
何
か
。

（
�
）

犯
罪
白
書
の
報
道
に
よ
る
と
、
昨
年
の
犯
罪
発
生
件
数
は
過
去
最
多
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
、
犯
罪

は
増
え
て
い
る
の
か
。

（
�
）

昨
年
の
検
挙
率
は
過
去
最
低
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
そ
う
な
っ
た
の
か
。

（
�
）

捜
査
力
の
低
下
が
社
会
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
�
）

犯
罪
の
増
加
、
検
挙
率
の
低
下
と
い
う
現
状
に
対
し
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
ま

ま
放
置
す
る
の
か
。

（
１０
）

刑
事
政
策
上
、
死
刑
と
い
う
刑
罰
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

（
１１
）

死
刑
を
廃
止
し
た
国
と
存
置
し
て
い
る
国
で
、
刑
事
政
策
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
日
本
と
欧
州
諸

国
の
異
同
を
示
さ
れ
た
い
。

三

検
事
の
資
質

（
�
）

「
週
刊
朝
日
」
十
二
月
七
日
号
に
よ
る
と
、
前
大
阪
地
検
検
事
正
の
加
納
駿
亮
氏
が
福
岡
高
検
検
事
長
に
異
動
し

三



た
際
、
加
納
氏
に
対
す
る
告
発
が
不
自
然
な
形
で
不
起
訴
と
な
っ
た
と
い
う
。
不
起
訴
の
決
定
と
検
事
長
の
内
閣
承

認
が
同
一
日
で
あ
る
な
ど
偶
然
と
は
思
え
な
い
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。
捜
査
の
概
要
、
不
起
訴
の
理

由
、
そ
れ
が
正
当
な
捜
査
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

同
誌
が
不
正
を
指
摘
し
て
い
る
「
調
査
活
動
費
」
に
つ
い
て
、
そ
の
沿
革
、
目
的
、
定
型
的
な
支
出
例
、
過
去
十

年
の
各
検
察
庁
別
の
決
算
額
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

過
去
十
年
間
に
ど
こ
か
の
検
察
庁
で
、
調
査
活
動
費
を
使
っ
た
裏
金
づ
く
り
が
発
覚
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

（
�
）

各
検
事
正
、
各
検
事
長
、
次
長
検
事
、
検
事
総
長
は
公
務
に
付
随
す
る
慶
弔
費
用
や
会
合
費
用
を
ど
の
よ
う
な
会

計
処
理
で
支
出
し
て
い
る
の
か
。
過
去
十
年
間
の
そ
の
費
目
の
決
算
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

辞
任
し
た
則
定
衛
元
東
京
高
検
検
事
長
は
、
女
性
と
の
交
際
に
調
査
活
動
費
を
流
用
し
て
い
た
の
か
。

（
�
）

則
定
元
検
事
長
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
相
手
の
女
性
と
知
り
合
っ
た
銀
座
の
高
級
ク
ラ
ブ
な
ど
で
頻
繁
に
飲
食
を
重

ね
て
い
た
と
い
う
。
現
検
事
総
長
も
含
む
検
察
幹
部
が
同
席
し
て
い
た
と
の
報
道
も
あ
る
が
、
事
実
か
。
則
定
元
検

事
長
の
遊
興
費
は
調
査
活
動
費
を
流
用
し
た
も
の
か
。
そ
れ
と
も
自
腹
か
。
そ
れ
と
も
第
三
者
に
ご
ち
そ
う
に
な
っ

た
の
か
。

四



（
�
）

「
週
刊
朝
日
」
十
二
月
十
四
日
号
に
は
、
名
古
屋
高
検
管
内
の
地
検
が
宴
会
で
、
信
じ
が
た
い
こ
と
に
、
他
に
言

い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
え
て
記
す
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
女
体
盛
り
」
を
し
て
遊
ん
だ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
事
実

か
。

（
�
）

各
高
検
が
一
九
九
五
年
以
降
、
管
内
の
検
事
正
を
集
め
て
開
い
た
会
議
と
そ
の
費
用
を
年
次
、
管
内
別
に
示
さ
れ

た
い
。

（
�
）

検
察
の
不
正
経
理
が
相
次
い
で
報
道
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

四

隣
国
の
動
向

（
�
）

韓
国
で
死
刑
廃
止
特
別
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
政
府
は
こ
う
し
た
動
き
と
そ
の
背
景
を
知
っ
て
い
る

か
。

（
�
）

台
湾
総
統
府
は
死
刑
廃
止
法
案
を
作
成
し
て
い
る
。
政
府
は
こ
う
し
た
動
き
と
そ
の
背
景
を
知
っ
て
い
る
か
。

（
�
）

政
府
は
「
死
刑
の
存
廃
は
個
別
の
国
の
判
断
」
と
こ
れ
ま
で
答
弁
し
て
き
た
が
、
世
界
の
過
半
数
の
国
が
死
刑
を

廃
止
し
、
国
連
で
廃
止
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
中
で
、
い
つ
ま
で
「
唯
我
独
尊
」
を
続
け
る
の
か
。

五

死
刑
の
執
行

五



（
�
）

法
務
大
臣
は
人
命
を
奪
う
死
刑
の
執
行
を
命
令
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
当
た
る
の
か
。

（
�
）

こ
れ
ま
で
臨
時
国
会
終
了
前
後
に
死
刑
の
執
行
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
え
ん
罪
の
危
険
性
や
刑
事
政
策
全
体
の

現
状
、
隣
国
の
動
向
に
加
え
て
、
欧
州
評
議
会
に
よ
る
死
刑
停
止
勧
告
、
亀
井
会
長
に
よ
る
陳
情
な
ど
を
す
べ
て
無

視
し
て
、
今
年
も
や
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

六


